
指定国立大学法人東北大学 

 未来型医療創成拠点 教員募集要項  

 

東北大学は、文部科学大臣から、国立大学法人法（平成１５年法律第１０５号）第３４条の４第１

項に基づく指定国立大学法人の指定を受けました。「指定国立大学法人」とは、我が国の大学におけ

る教育研究水準の向上とイノベーション創出を図るため、文部科学大臣が世界最高水準の教育研究活

動の展開が相当程度見込まれる国立大学法人を指定するものであり、現時点では、本学、東京大学、

京都大学、名古屋大学および東京工業大学の５校が指定されています。 

本学が指定国立大学法人として実現したいことは数多くありますが、その中の一つとして、世界ト

ップレベルの未来型医療の研究拠点を創出するべく、未来型医療創成拠点を設置しました。この拠点

では、未来型医療に不可欠な個別化医療を実現するため、東北大学病院をはじめとする学内関係部局

と密接に連携しながら、クリニカルバイオバンク（臨床由来の生体試料・情報を体系的に収集・保管

し多様な研究に役立てるシステム）を構築し、ゲノム・オミックス解析・診断支援までを拠点におい

て実現します。 

 

本公募では、この未来型医療創成拠点の運営の中核を担う中堅及び若手の研究者を募集します。 

 

１．職種及び募集人員 

ゲノム・オミックス解析結果の医学的解釈を主として担当する助教又は講師若干名 

 

２． 応募資格 

  以下の要件を満たす者であること。 

（1）博士の学位を有し、分子生物学・生化学の知識・技術及び経験を有すること。 

（2）医師免許（医師法（昭和２３年法律第２０１号）第２条第１項に定める免許をいう） 

もしくは歯科医師免許（歯科医師法（昭和２３年法律第２０２号）第２条に定める免許 
をいう）を有することが望ましい。 

 
  （選考方針） 
   １）経験のない新規事業に挑戦する意欲を有すること。 
   ２）国際的な視野を持ち、新規分野の動向の調査等を行えること。 
   ３）公共性の高い事業の遂行を最優先とし、他分野の研究者、事務担当者等とチームで協力し 

て業務を遂行すること。 
 
３．任期・給与・勤務時間 等 

 １）任期：採用日から平成３４年３月３１日まで 

（勤務成績に応じて延長の可能性有り） 

２）採用時期：平成３１年４月１日 

 ３）給与：年俸制 

本学給与規程に基づき、手当の支給有 
文部科学省共済組合（短期給付、厚生年金保険、退職等年金給付）、 
労働保険（雇用保険、労働者災害補償保険）に加入 

４）勤務時間：裁量労働制 ８：３０～１７：１５を基本とし、各人の裁量に委ねる 
５）休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 
６）年次有給休暇等：採用日に応じた日数を付与。その他特別休暇有 



７）就業規則：国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則等による 
 
４．提出書類 

１）履歴書１通 （本学様式をホームページよりダウンロード、自署捺印）  

２）業績目録（学会発表抄録（１０編以内）、論文等のリスト） 

３）これまでの研究のまとめ(Ａ４で１ページ以内) 

４）未来型医療の実現に向けた抱負（Ａ４で１ページ以内） 

５）応募者について意見を伺える方２名の連絡先 

 

５．締切期日 平成３０年１２月２８日（金)  

     ※ 適任者が見つかり次第、公募を締切る場合があります。 

    

６．書類提出・問合せ先： 東北大学 未来型医療創成センター 事務室 宛 

住所：〒980-8573 仙台市青葉区星陵町２－１ 

電話：022-274-2371 

E-mail：jimu@ingem.oas.tohoku.ac.jp 
 

※ 応募書類は返却しません。 

 ※ 応募書類を郵送される場合は『簡易書留』とし、封書には「未来型医療創成拠点 

教員応募書類在中」と朱書きして下さい。 

 

７．選考方法 書類選考のうえ、面接により決定します。 

 

８．その他 

・ 必要に応じて追加資料の提出や面接のための来訪を求める場合があります。 

・ 所属は「東北メディカル・メガバンク機構」に配属となる予定です。 

・ 東北大学は、男女共同参画を積極的に推進しています。子育て支援の詳細等、男女 

 共同参画の取り組みについては以下の URL をご覧ください。 

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/danjyo/ 


